
船舶インシデント調査報告書 

令和５年９月１日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

インシデント種類 運航不能（機関故障） 

発生日時 令和４年７月４日 ０９時００分ごろ 

発生場所 千葉県館山湾内 

 館山港防波堤灯台から真方位３３５°１.５海里付近 

 （概位 北緯３５°００.６′ 東経１３９°５０.２′） 

インシデントの概要  押船第八光
こう

徳
とく

丸は、航行中、主機の運転ができなくなり、運航不能

となった。 

インシデント調査の経過 令和４年８月２４日、主管調査官（横浜事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取手続実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

Ａ 押船 第八光徳丸、１９トン 

   ２９２－４６３９６千葉、株式会社服部回漕店 

ディーゼル機関、船内機、４サイクル、１,０２９.７０kＷ、

使用燃料Ａ重油、６気筒、ボア２８０㎜、回転数毎分３９０、

製造年月日不詳、平成１４年１２月進水 

Ｂ 被押はしけ 光徳、約１,２７４トン 

   なし、株式会社服部回漕店 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ、一級小型・特殊・特定 

 負傷者 なし 

 損傷 なし 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風 ほとんどなし、視界 良好 

海象：海上 平穏 

 インシデントの経過等 Ａ船は、船長Ａほか３人が乗り組み、Ｂ船の船尾部に船首部を結合

して押船列を構成し、砂利を積載する目的で、空船で京浜港横浜第５

区に向け、千葉県館山港を出港した。 

Ａ船は、航行中、船長Ａが主機の操縦ハンドルを操作して回転数を

上昇させたところ、煙突から黒煙が噴出した。 

船長Ａは、機関室に向かい、排気集合管付近から黒煙が噴出し、機

関室に黒煙が充満していることを認めた。 

Ａ船は、令和４年４月に、主機の上下二段となっている排気集合管

の上段側に破口が生じ、修理会社担当者が主機の排気集合管を取り外

して修理していたので、船長Ａは、同集合管の別の部分に破口が生じ

たと思い、主機の運転ができないと判断し、館山湾内に錨泊したの

ち、船舶所有会社を通じて修理会社に修理を依頼した。 

Ａ船押船列は、修理会社担当者が手配したタグボートにえい
．．

航さ

れ、館山港に入港した。 

修理会社担当者は、主機を点検した結果、‘下段側の排気集合管’



（以下「本件排気管」という。）に破口を生じているのを認め、排気

によって断熱材等が汚損していることを確認した。 

機関製造会社担当者は、本件排気管が約３５年間使用されており、

排気中の硫黄分による低温腐食により肉厚が減少し、破口が生じたと

推定した。 

船長Ａは、主機の運転中、機関室を巡回していた際、排気の臭気を

感じていたものの、注意して見ていなかったので、本件排気管の破口

には気付かなかった。 

分析 Ａ船は、主機の本件排気管が約３５年間使用されていた中、Ｂ船を

押して航行中、低温腐食により本件排気管に破口を生じたことから、

機関室内に排気が漏洩して主機の運転ができなくなり、運航不能とな

ったものと考えられる。 

船長Ａは、主機を始動したのち、排気の臭気を感じていたものの、

注意して見ていなかったことから、本件排気管の破口に気付かなかっ

たものと考えられる。 

原因 本インシデントは、Ａ船が、主機の本件排気管が約３５年間使用さ

れていた中、Ｂ船を押して航行中、低温腐食により本件排気管に破口

を生じたため、機関室内に排気が漏洩して主機の運転ができなくなっ

たことにより発生したものと考えられる。 

再発防止策 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・船長は、排気集合管の使用年数を考慮の上、適宜、同集合管の肉

厚を計測すること。 

・乗組員は、機関室を巡回中、排気の臭気を感じた場合には漏洩部

の発見に努めること。 

 


